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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータを、
　第１のユーザのログインを受け付ける受付手段と、
　第１の処理を実行する第１の実行手段と、
　前記第１の処理の実行中に、ログイン中の前記第１のユーザと異なる第２のユーザに対
する、前記第１及び第２のユーザと異なる第３のユーザによるコミュニケーションの要求
の受信を検知する検知手段と、
　前記検知手段により検知された前記要求が前記第２のユーザに対するものであることを
ログイン中の前記第１のユーザに通知する第２の処理を実行する第２の実行手段
　として機能させるためのプログラム。
【請求項２】
　前記第２の処理は、前記第２のユーザを識別可能な情報を通知する処理を含む
　請求項１に記載のプログラム。
【請求項３】
　前記第２の処理は、前記第２のユーザに対応付けられた情報を表示する処理を含む
　請求項２に記載のプログラム。
【請求項４】
　前記第２の処理は、前記第２のユーザに対応するアバターの画像を表示する処理を含む
　請求項３に記載のプログラム。
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【請求項５】
　前記第２の処理は、前記第３のユーザを識別不能に前記要求を通知する処理を含む
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項６】
　前記第２の処理は、前記要求されたコミュニケーションを可能にするアプリケーション
プログラムの種類を通知する処理を含む
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項７】
　前記第２の処理は、前記種類別の画像を表示する処理を含む
　請求項６に記載のプログラム。
【請求項８】
　前記第２の処理は、音声を再生する処理を含む
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項９】
　前記第２の実行手段は、前記第２の処理を前記第１の処理と並行して実行する
　請求項１ないし８のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１０】
　前記第１の処理は、第１の画面を表示する処理を含み、
　前記第２の処理は、前記第１の画面と同時に表示される画像を表示する処理を含む
　請求項９に記載のプログラム。
【請求項１１】
　前記第１の処理は、ゲームプログラムを実行する処理を含む
　請求項１０に記載のプログラム。
【請求項１２】
　前記第１の処理は、ログイン中の前記第１のユーザに応じた処理を含む
　請求項１ないし１１のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１３】
　前記検知手段は、前記第１のユーザに対する前記第３のユーザによるコミュニケーショ
ンの要求と前記第２のユーザに対する前記第３のユーザによるコミュニケーションの要求
のいずれかの受信を前記第１の処理の実行中に検知し、
　前記第２の実行手段は、前記要求に対応するユーザが前記第１のユーザと前記第２のユ
ーザのいずれであるかに応じて異なる通知を行う
　請求項１ないし１２のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１４】
　前記検知手段は、前記第３のユーザが特定のユーザであるか否かを判断し、
　前記第２の実行手段は、前記検知手段による判断結果に応じて異なる処理を行う
　請求項１ないし１３のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１５】
　前記第２の実行手段は、前記第３のユーザが前記特定のユーザでない場合には、通知を
行わない
　請求項１４に記載のプログラム。
【請求項１６】
　第１のユーザのログインを受け付ける受付手段と、
　第１の処理を実行する第１の実行手段と、
　前記第１の処理の実行中に、ログイン中の前記第１のユーザと異なる第２のユーザに対
する、前記第１及び第２のユーザと異なる第３のユーザによるコミュニケーションの要求
の受信を検知する検知手段と、
　前記検知手段により検知された前記要求が前記第２のユーザに対するものであることを
ログイン中の前記第１のユーザに通知する第２の処理を実行する第２の実行手段と
　を備える情報処理装置。
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【請求項１７】
　第１のユーザのログインを受け付ける受付手段と、
　第１の処理を実行する第１の実行手段と、
　前記第１の処理の実行中に、ログイン中の前記第１のユーザと異なる第２のユーザに対
する、前記第１及び第２のユーザと異なる第３のユーザによるコミュニケーションの要求
の受信を検知する検知手段と、
　前記検知手段により検知された前記要求が前記第２のユーザに対するものであることを
ログイン中の前記第１のユーザに通知する第２の処理を実行する第２の実行手段と
　を備える情報処理システム。
【請求項１８】
　第１のユーザのログインを受け付け、
　第１の処理を実行し、
　前記第１の処理の実行中に、ログイン中の前記第１のユーザと異なる第２のユーザに対
する、前記第１及び第２のユーザと異なる第３のユーザによるコミュニケーションの要求
の受信を検知し、
　前記検知された前記要求が前記第２のユーザに対するものであることをログイン中の前
記第１のユーザに通知する第２の処理を実行する
　通知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一の装置を複数のユーザが共用する場合の通知に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信端末などを複数のユーザが共用する場合、ユーザのプライバシーに関わる情報への
アクセスには一定の制限が設けられることが多い。例えば、あるユーザがログインしてい
る通信端末に対して、別のユーザ宛ての着信があったとしても、当該着信は拒否されたり
、着信通知として記録されたりするのが一般的である（例えば、特許文献１参照）。この
ような着信があった場合、ログイン中のユーザとは別のユーザは、通常、当人が通信端末
にログインすることによって初めて当該着信があったことを知ることになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３５０２２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ログイン中のユーザとは別のユーザがログインしなければ当該別のユー
ザ宛ての着信を知ることができないのでは、当該着信を見過ごしやすいなどの不都合があ
る。特に、テレビ電話やチャットのようなリアルタイム性のあるコミュニケーションは、
双方がコミュニケーションを取れるタイミングでなければ成立しないため、着信を知った
ときには双方のいずれかが適切なタイミングではなくなっていた、という事態が生じるこ
とがままある。
　そこで、本発明は、ログイン中でないユーザに対するより迅速な通知を可能にすること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、一の態様において、コンピュータを、第１のユーザのログインを受け付ける
受付手段と、第１の処理を実行する第１の実行手段と、前記第１の処理の実行中に、ログ
イン中の前記第１のユーザと異なる第２のユーザに関するデータの受信を検知する検知手
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段と、前記検知手段により検知された前記データの受信に関する情報をログイン中の前記
第１のユーザに通知する第２の処理を実行する第２の実行手段として機能させるためのプ
ログラムを提供する。
【０００６】
　また、前記第２の処理は、前記第２のユーザを識別可能な情報を通知する処理を含んで
もよい。
　また、前記第２の処理は、前記第２のユーザに対応付けられた情報を表示する処理を含
んでもよい。
　また、前記第２の処理は、前記第２のユーザに対応するアバターの画像を表示する処理
を含んでもよい。
　また、前記データは、前記第１のユーザ及び前記第２のユーザとは異なる第３のユーザ
による前記第２のユーザとのコミュニケーションの要求を含んでもよい。
　また、前記第２の処理は、前記第３のユーザを識別不能に前記要求を通知する処理を含
んでもよい。
　また、前記第２の処理は、前記データの種類を通知する処理を含んでもよい。
　また、前記第２の処理は、前記種類別の画像を表示する処理を含んでもよい。
　また、前記第２の処理は、音声を再生する処理を含んでもよい。
　また、前記第２の実行手段は、前記第２の処理を前記第１の処理と並行して実行しても
よい。
　また、前記第１の処理は、第１の画面を表示する処理を含み、前記第２の処理は、前記
第１の画面と同時に表示される画像を表示する処理を含んでもよい。
　また、前記第１の処理は、ゲームプログラムを実行する処理を含んでもよい。
　また、前記第１の処理は、ログイン中の前記第１のユーザに応じた処理を含んでもよい
。
　また、前記検知手段は、前記第１のユーザに関するデータと前記第２のユーザに関する
データのいずれかの受信を前記第１の処理の実行中に検知し、前記第２の実行手段は、前
記データに対応するユーザが前記第１のユーザと前記第２のユーザのいずれであるかに応
じて異なる通知を行ってもよい。
　また、前記検知手段は、前記第２のユーザが特定のユーザであるか否かを判断し、前記
第２の実行手段は、前記検知手段による判断結果に応じて異なる処理を行ってもよい。
　また、前記第２の実行手段は、前記第２のユーザが前記特定のユーザでない場合には、
通知を行わなくてもよい。
【０００７】
　また、本発明は、別の態様において、第１のユーザのログインを受け付ける受付手段と
、第１の処理を実行する第１の実行手段と、前記第１の処理の実行中に、ログイン中の前
記第１のユーザと異なる第２のユーザに関するデータの受信を検知する検知手段と、前記
検知手段により検知された前記データの受信に関する情報をログイン中の前記第１のユー
ザに通知する第２の処理を実行する第２の実行手段とを備える情報処理装置を提供する。
【０００８】
　また、本発明は、さらに別の態様において、第１のユーザのログインを受け付ける受付
手段と、第１の処理を実行する第１の実行手段と、前記第１の処理の実行中に、ログイン
中の前記第１のユーザと異なる第２のユーザに関するデータの受信を検知する検知手段と
、前記検知手段により検知された前記データの受信に関する情報をログイン中の前記第１
のユーザに通知する第２の処理を実行する第２の実行手段とを備える情報処理システムを
提供する。
【０００９】
　また、本発明は、さらに別の態様において、第１のユーザのログインを受け付け、第１
の処理を実行し、前記第１の処理の実行中に、ログイン中の前記第１のユーザと異なる第
２のユーザに関するデータの受信を検知し、前記検知された前記データの受信に関する情
報をログイン中の前記第１のユーザに通知する第２の処理を実行する通知方法を提供する
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。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ログイン中でないユーザに対するより迅速な通知を可能にすることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】情報処理システムの全体構成を示すブロック図
【図２】情報処理装置のハードウェア構成を示すブロック図
【図３】表示画面を例示する図
【図４】表示画面を例示する図
【図５】表示画面を例示する図
【図６】情報処理装置の機能的構成を示すブロック図
【図７】情報処理装置が実行する処理を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１２】
［実施例］
　図１は、本発明の一実施例に係る情報処理システム１０の全体構成を示すブロック図で
ある。情報処理システム１０は、複数の情報処理装置１００と、サーバ装置２００とを備
え、これらをネットワーク３００を介して通信可能に接続した構成である。ネットワーク
３００は、インターネット、移動通信網などの通信ネットワークであるが、複数の通信ネ
ットワークを相互接続した複合的なネットワークであってもよい。サーバ装置２００は、
情報処理装置１００同士の通信を中継するコンピュータ装置であり、サーバ装置としての
一般的な構成を備える。サーバ装置２００は、後述するアカウント情報を管理し、各ユー
ザと情報処理装置１００の関連付けを識別できるように構成されている。
【００１３】
　図２は、情報処理装置１００のハードウェア構成を示すブロック図である。本実施例に
おいて、情報処理装置１００は、通信機能及びチャット機能を有するゲーム機として機能
するコンピュータ装置である。また、情報処理装置１００は、複数のユーザによって共用
可能である。ここでいう複数のユーザは、あらかじめ決められた比較的少数（数名～十数
名程度）のユーザであり、本実施例においては家族であるとする。情報処理装置１００は
、具体的には、制御部１１０と、記憶部１２０と、通信部１３０と、入力部１４０と、出
力部１５０とを少なくとも備える。なお、出力部１５０は、表示部１５１を含む。
【００１４】
　制御部１１０は、情報処理装置１００の各部の動作を制御する手段である。制御部１１
０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）などの演算処理装置や主記憶装置を備え、プ
ログラムを実行することによって各部の動作を制御する。本実施例において、制御部１１
０が実行するプログラムには、ユーザの操作に応じてゲームの進行を制御するゲームプロ
グラムや、チャット機能を実現するためのチャットプログラムといったアプリケーション
プログラムが含まれる。
【００１５】
　また、制御部１１０は、ユーザのアカウント情報を管理する。アカウント情報は、それ
ぞれのユーザに関連付けられた情報であり、ログイン（認証）に必要な情報を含む。アカ
ウント情報は、例えば、ＩＤやパスワード（又はこれに代替するデータ）を少なくとも含
む。また、アカウント情報は、各ユーザに割り当てられた名称（ニックネーム等）又は画
像（ユーザの顔写真、アバターなど）を含んでもよい。それぞれのユーザは、アカウント
情報によって情報処理システム１０内の情報処理装置１００のいずれかに関連付けられて
いる。
【００１６】
　なお、制御部１１０は、複数のプロセッサを含んで構成され、処理を分散的に実行して
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もよい。例えば、制御部１１０は、あるプロセッサにおいてゲームの進行を制御する一方
、別のプロセッサにおいて外部との通信を制御する、といったように、並行して実行され
る処理を各プロセッサで分担してもよい。
【００１７】
　記憶部１２０は、データを記憶する手段である。記憶部１２０は、ハードディスクなど
の記録媒体を備え、制御部１１０によって用いられるデータ（アカウント情報など）を記
憶する。また、記憶部１２０は、それぞれのユーザに割り当てられた記憶領域（以下「ユ
ーザ領域」という。）を有する。ユーザ領域に記憶された個々のユーザに属するデータの
ことを、以下においては「ユーザデータ」という。ユーザデータは、例えば、いわゆるセ
ーブ機能によってセーブされたデータや、ユーザが個々のゲームにおいて利用可能なアイ
テムを表すデータである。また、ユーザデータは、情報処理装置１００及び外部装置を含
むネットワークシステム内で利用可能な金銭的価値を有するデータ（電子マネーなど）で
あってもよい。
【００１８】
　また、記憶部１２０は、光ディスク、メモリカードなどの着脱可能な記録媒体とそのリ
ーダライタを備え、当該記録媒体からデータを読み出し、又は当該記録媒体にデータを書
き込む構成を含んでもよい。ゲームプログラムは、この記録媒体に書き込まれた形態で提
供されてもよいが、通信部１３０を介して外部からダウンロードされてもよい。
【００１９】
　通信部１３０は、データを送信及び受信する手段である。通信部１３０は、ネットワー
ク３００を介して、外部装置（サーバ装置２００又は他の情報処理装置１００）とデータ
をやり取りする。また、通信部１３０は、ネットワーク３００を介さずに他のゲーム機と
直接通信する構成を含んでもよい。
【００２０】
　入力部１４０は、データを入力する手段である。ここでいう入力は、主として、ユーザ
の操作によってデータを入力することである。入力部１４０は、例えば、複数のキー（キ
ーボード、キーパッド等）を含んで構成されるが、マウスなどのポインティングデバイス
を含んでもよいし、マイクによって音声を入力してもよい。また、入力部１４０は、加速
度センサやジャイロセンサによってユーザの動きを操作として受け付けてもよいし、ログ
インに必要なデータ（指紋、顔などの身体的特徴を表すデータ）を受け付ける手段（指紋
センサ、カメラなど）を含んでもよい。また、入力部１４０は、後述するビデオチャット
を行うためのビデオカメラを含んでもよい。
【００２１】
　出力部１５０は、データを出力する手段である。ここでいう出力は、主として、ユーザ
に知覚されるようにデータを出力することである。出力部１５０は、表示部１５１のほか
に、スピーカやバイブレータを含んでもよい。また、出力部１５０は、ＬＥＤ（Light Em
itting Diode）などのランプによってユーザに各種の情報を通知する構成を含んでもよい
。
【００２２】
　表示部１５１は、データを視覚化して出力する手段である。表示部１５１は、液晶ディ
スプレイや有機ＥＬ（electroluminescence）ディスプレイなどの表示装置を備える。な
お、表示部１５１は、タッチスクリーンディスプレイとして機能し、入力部１４０の一部
を構成してもよい。また、表示部１５１は、画面を複数有する構成であってもよい。
【００２３】
　なお、情報処理装置１００は、これらの構成を一体に備える必要はない。例えば、情報
処理装置１００は、制御部１１０を備えた本体とは別にコントローラを備え、ここに入力
部１４０や出力部１５０の一部又は全部を設けることが可能であり、また、表示部１５１
を本体とは別の装置（例えば、テレビ受像機）によって構成することも可能である。
【００２４】
　情報処理装置１００のハードウェア構成は、以上のとおりである。情報処理装置１００
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は、この構成のもと、ゲームプログラムを実行し、ユーザの操作に応じてゲームの進行を
制御することができる。ユーザは、ゲームをプレイする前にログインすることにより、各
ユーザに応じたプレイが可能になる。ここにおいて、ユーザに応じたプレイとは、ユーザ
データ又はアカウント情報を利用したプレイをいう。情報処理装置１００は、ログイン中
のユーザを識別することにより、当該ユーザのユーザデータを用いてゲームプログラムを
実行したり、ゲーム内で当該ユーザのアカウント情報を表示させたりすることが可能であ
る。
【００２５】
　また、情報処理装置１００は、チャット機能を有する。ここにおいて、チャット機能と
は、２以上の情報処理装置１００の間でリアルタイムなコミュニケーションを行う機能を
いい、メッセージング（メッセージ交換）の一種である。チャット機能は、テキストメッ
セージをやり取りする機能であってもよいし、いわゆるビデオチャット、すなわち映像及
び音声をやり取りする機能であってもよい。
【００２６】
　ユーザは、チャット機能によってコミュニケーションを行う場合、宛先のユーザを指定
して所定の操作を行う。情報処理装置１００は、この操作を受け付けると、宛先のユーザ
の情報処理装置１００に対してコミュニケーションを要求する。この要求のことを、以下
においては「通信リクエスト」という。通信リクエストには、コミュニケーションを要求
したユーザと宛先のユーザとを識別する情報（ＩＤ、ユーザ名など）がそれぞれ含まれる
。また、通信リクエストは、サーバ装置２００を介して宛先の情報処理装置１００に送信
される。
【００２７】
　情報処理装置１００は、通信リクエストを受信すると、宛先のユーザを特定し、ログイ
ン中のユーザと比較する。情報処理装置１００は、宛先のユーザがログイン中のユーザで
あるか否かで異なる処理を実行する。本実施例において、情報処理装置１００は、宛先の
ユーザがログイン中のユーザである場合には、ゲームを中断してポップアップ画面を表示
させることによって通信リクエストへの応答をユーザに促す。一方、情報処理装置１００
は、宛先のユーザがログイン中のユーザでない場合には、ゲームを中断せずに、当該宛先
のユーザに対する通信リクエストが送信されたことを当該ログイン中のユーザに通知する
ための表示を行うにとどめる。なお、情報処理装置１００は、宛先のユーザがログイン中
のユーザである場合に、アプリケーション毎の設定によりゲームを中断させない（ポップ
アップ画面を表示させない）ようにすることも可能である。この設定は、ユーザによって
あらかじめ行われてもよい。
【００２８】
　図３、４、５は、情報処理装置１００による表示画面を例示する図である。図３は、通
信リクエストを受信する前の表示画面を示す図である。一方、図４、５は、通信リクエス
トを受信した場合の表示画面を示す図である。図４は通信リクエストの宛先のユーザがロ
グイン中のユーザである場合を示し、図５は通信リクエストの宛先のユーザがログイン中
のユーザでない場合を示す。
【００２９】
　図３に示す画面Ａ１は、所定のゲームプログラムを実行することによって表示される画
面である。以下においては、画面Ａ１のことを「ゲーム画面」という。情報処理装置１０
０は、ユーザの操作に従ってゲーム画面の表示を変化させることができる。例えば、情報
処理装置１００は、ユーザの操作に応じてキャラクタを移動させたり、画面をスクロール
させたりすることが可能である。
【００３０】
　情報処理装置１００は、ログイン中のユーザを宛先とする通信リクエストを受信すると
、図４に示す画面を表示する。この画面は、ダイアログボックスＡ２を画面Ａ１に重ねて
表示したものである点において図３のゲーム画面と異なる。ダイアログボックスＡ２には
、通信リクエストの送信元のユーザを示す情報（ユーザ名など）と、ユーザにその後の操
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作を選択させるためのボタン（ここでは、「はい」ボタンと「いいえ」ボタン）とが表示
される。ここにおいて、通信リクエストの送信元のユーザを示す情報は、通信リクエスト
の受信に関する情報の一例である。
【００３１】
　情報処理装置１００は、ログイン中のユーザがダイアログボックスＡ２において「はい
」を選択すると、実行中のゲームプログラムを中断してチャット機能をアクティブにする
一方、当該ユーザが「いいえ」を選択すると、実行中のゲームプログラムをそのまま続行
する。ここでいう「アクティブ」とは、所定の機能を利用可能にすることをいい、それま
でバックグラウンドで実行されていたプログラム（ここではチャットプログラム）をフォ
アグラウンドで実行することであってもよいし、それまで実行されていなかったプログラ
ムの実行を開始することであってもよい。
【００３２】
　また、情報処理装置１００は、ログイン中のユーザ以外のユーザを宛先とする通信リク
エストを受信すると、図５に示す画面を表示する。この画面は、画面Ａ１にアイコンＡ３
を重ねて表示したものである点において図３のゲーム画面と異なる。アイコンＡ３は、ロ
グイン中のユーザが宛先のユーザを識別可能な情報を表示するアイコンであり、ここでは
、宛先のユーザに関連付けられたアバターの画像である。ただし、アイコンＡ３には、ダ
イアログボックスＡ２と異なり、通信リクエストの送信元のユーザに関する情報は含まれ
ない。このようにすることで、誰宛ての着信であるかを識別可能にする一方で、誰からの
着信であるかを識別不能にすることができる。なお、情報処理装置１００は、アイコンＡ
３に代えて（又はアイコンＡ３とともに）、宛先のユーザを識別するための文字を表示し
てもよい。
【００３３】
　なお、アイコンＡ３は、ダイアログボックスＡ２に比べ、画面Ａ１の視認を妨げない位
置やサイズで表示されるのが望ましい。あるいは、情報処理装置１００は、アイコンＡ３
を半透明で表示し、画面Ａ１のうちのアイコンＡ３が重なる部分を透過して表示してもよ
い。
【００３４】
　また、情報処理装置１００は、アイコンＡ３を選択する操作を受け付けるように構成さ
れてもよい。この場合、情報処理装置１００は、アイコンＡ３を選択する操作に応じてチ
ャット機能をアクティブにしてもよい。このとき、情報処理装置１００は、宛先のユーザ
によるログインを要求し、当該ユーザがログインしてからチャット機能をアクティブにし
てもよい。
【００３５】
　また、情報処理装置１００は、ログイン中のユーザを宛先とする通信リクエストを受信
する場合においても、ダイアログＡ２を表示せずに当該ユーザに対応するアイコン（アバ
ターの画像など）を表示することで通知を行ってもよい。このとき、ログイン中のユーザ
以外のユーザを宛先とする通信リクエストを受信した場合との相違点は、例えばアイコン
Ａ３の絵柄である。ただし、情報処理装置１００は、これらの場合において、アイコンの
表示位置、サイズ、色などを変えることによって、ユーザの識別（自分宛てであるか否か
）をより容易に行えるようにしてもよい。
【００３６】
　図６は、情報処理装置１００においてこのような通知を実現するための機能的構成を示
すブロック図である。情報処理装置１００は、制御部１１０が所定のプログラムを実行す
ることによって、同図に示す受付手段１１１、検知手段１１２及び実行手段１１３として
機能することができる。
【００３７】
　受付手段１１１は、ユーザのログインを受け付ける手段である。受付手段１１１は、記
憶部１２０に記憶されたアカウント情報を用いてユーザを識別し、ログインを受け付ける
。本発明におけるログイン方法は、各ユーザを識別できるものであれば特に限定されず、
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ＩＤとパスワードを入力させるものであってもよいし、指紋などを用いた生体認証（バイ
オメトリクス認証）であってもよい。なお、本実施例においては、同一の情報処理装置１
００のユーザは家族（すなわち、あらかじめ決められたユーザ）に限られるため、各ユー
ザに割り当てられたユーザ名やアバターを一覧表示させ、そのいずれかを選択させるだけ
のような簡易的なログイン方法であってもよい。
【００３８】
　検知手段１１２は、ユーザに関するデータの受信を検知する手段である。本実施例にお
いて、検知手段１１２は、通信リクエストの受信を検知するが、後述する変形例に例示さ
れるように、他のデータの受信を検知することも可能である。本実施例において、検知手
段１１２は、受信した通信リクエストの宛先を判断することが可能である。したがって、
検知手段１１２は、受信した通信リクエストがログイン中のユーザ（すなわち、受付手段
１１１によってログインが受け付けられたユーザ）を宛先としたものであるか、あるいは
ログイン中のユーザ以外のユーザを宛先としたものであるかを判断することができる。
【００３９】
　実行手段１１３は、処理を実行する手段である。実行手段１１３は、第１の実行手段１
１３ａと第２の実行手段１１３ｂに機能的に分類可能である。第１の実行手段１１３ａは
、受付手段１１１によるログイン後には、ログインしたユーザに応じた処理を実行するこ
とが可能である。第１の実行手段１１３ａは、例えば、ユーザがゲームをプレイする場合
にあっては、ユーザデータ又はアカウント情報を利用してゲームプログラムを実行するこ
とが可能である。また、第１の実行手段１１３ａは、ログイン中のユーザの操作に応じて
処理を実行することも可能である。以下においては、説明の便宜上、第１の実行手段１１
３ａが実行する処理のことを「第１の処理」という。本実施例における第１の処理は、ゲ
ームプログラムを実行する処理である。
【００４０】
　一方、第２の実行手段１１３ｂは、第１の処理とは異なる処理を実行する。以下におい
ては、説明の便宜上、第２の実行手段１１３ｂが実行する処理のことを「第２の処理」と
いう。第２の処理は、例えば、検知手段１１２により受信が検知されたデータの通知に関
する処理である。すなわち、第２の実行手段１１３ｂは、通信リクエストを受信したこと
をユーザに通知する処理を実行する。
【００４１】
　本実施例において、第２の実行手段１１３ｂは、通信リクエストの宛先のユーザに応じ
た処理を実行する。より詳細には、第２の実行手段１１３ｂは、通信リクエストの宛先の
ユーザがログイン中のユーザであるか否かを判断し、通信リクエストの宛先のユーザがロ
グイン中のユーザである場合とそうでない場合とで異なる処理を実行する。例えば、第２
の実行手段１１３ｂは、図４、５において例示したように、通信リクエストの宛先のユー
ザがログイン中のユーザでない場合には、通信リクエストの宛先のユーザがログイン中の
ユーザである場合と異なる態様で通知を行う。
【００４２】
　図７は、情報処理装置１００がこのような画面表示を実現するために実行する一連の処
理を示すフローチャートである。情報処理装置１００の制御部１１０は、まず、ユーザに
よるログインを受け付ける（ステップＳＡ１）。制御部１１０は、所定のユーザによって
ログインを受け付けると、第１の処理を実行する（ステップＳＡ２）。本実施例における
第１の処理は、ユーザの操作に従ってゲームプログラムを実行する処理である。なお、こ
こでは図示が省略されているが、制御部１１０は、正当でないユーザによるログインが試
みられたと判断した場合には、ログインを受け付けなくてもよい。
【００４３】
　第１の処理の実行中、制御部１１０は、外部のユーザ（すなわち、自装置のユーザとし
て関連付けられていないユーザ）からの着信があるか否かを判断する（ステップＳＡ３）
。すなわち、このとき制御部１１０は、外部のユーザからの着信を待ち受ける状態になる
。制御部１１０は、通信リクエストを検知することによって着信を判断することができる
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。通信リクエストを検知する処理は、割り込み処理として発生する。制御部１１０は、外
部のユーザからの着信がない場合（ステップＳＡ３：ＮＯ）、外部のユーザから着信があ
るまで第１の処理を実行し続ける。
【００４４】
　外部のユーザからの着信があると（ステップＳＡ３：ＹＥＳ）、制御部１１０は、通信
リクエストを参照し、宛先のユーザが現在ログイン中のユーザ（すなわち、ステップＳＡ
１においてログインしたユーザ）であるか否かを判断する（ステップＳＡ４）。制御部１
１０は、宛先のユーザがログイン中のユーザであるか否かによって異なる処理を実行する
。具体的には、制御部１１０は、宛先のユーザがログイン中のユーザである場合には（ス
テップＳＡ４：ＹＥＳ）、図４に例示したようなダイアログボックスを表示することによ
って当該ユーザ宛ての着信を検知したことを通知する（ステップＳＡ５）。一方、宛先の
ユーザがログイン中のユーザでない場合（ステップＳＡ４：ＮＯ）、制御部１１０は、図
５に例示したようなアイコンを表示することによって、当該宛先のユーザ宛ての着信を検
知したことをログイン中のユーザに通知する（ステップＳＡ６）。ステップＳＡ６の処理
は、本発明に係る第２の処理の一例に相当する。
【００４５】
　ステップＳＡ６の処理が実行された場合、ログイン中のユーザは、宛先のユーザが在宅
中であれば、当該ユーザを呼び出し、当該ユーザ宛ての着信が来ていることを知らせるこ
とができる。また、ログイン中のユーザは、ゲームを中断したくない場合や、そもそも宛
先のユーザが不在である場合などには、着信の通知を無視してもよい。
【００４６】
　ステップＳＡ５、ＳＡ６の通知の後、制御部１１０は、第１の処理を中断するか否かを
判断する（ステップＳＡ７）。制御部１１０は、ユーザがチャットを開始するための操作
を行った場合に第１の処理を中断する。換言すれば、制御部１１０は、第１の処理を中断
するまでは、第１の処理をそれ以外の処理（例えば第２の処理）と並行して実行している
。
【００４７】
　第１の処理を中断すると判断した場合（ステップＳＡ７：ＹＥＳ）、制御部１１０は、
第１の処理を中断するとともにチャット機能をアクティブにし、ユーザがチャットを行う
ことができる状態にする（ステップＳＡ８）。このとき、制御部１１０は、上述したよう
にユーザの切り替えを行ってもよい。また、制御部１１０は、ゲームに関するデータをセ
ーブしてから中断してもよい。一方、第１の処理を中断しないと判断した場合（ステップ
ＳＡ７：ＮＯ）、制御部１１０は、第１の処理を続行し、再び外部のユーザからの着信を
待ち受ける状態になる。
【００４８】
　なお、図７において特定のステップとして図示されてはいないが、ユーザは、所望のタ
イミングで第１の処理又はチャットを終了することができる。例えば、ステップＳＡ１に
おけるログイン後、外部のユーザから着信が１回もなかった場合には、制御部１１０は、
ユーザが終了する旨の操作を行うまで第１の処理を実行し続ける。
【００４９】
　以上のとおり、本実施例によれば、ユーザは、他のユーザがログイン中であり、自身が
ログインしていなかった場合であっても、自分宛ての着信について当該他のユーザを介し
て通知を受けることが可能である。したがって、本実施例によれば、ログインしなければ
着信の通知を受けることができないシステムに比べ、より迅速かつ適切なタイミングで所
定の複数のユーザのいずれかに通知することが可能である。
【００５０】
　また、本実施例において、ログイン中のユーザは、通信リクエストの宛先のユーザを知
ることができる一方で、通信リクエストの送信元のユーザを知ることはできない。これに
より、通信リクエストの宛先のユーザは、通信リクエストの送信元のユーザを他のユーザ
に知られるおそれがなくなるため、当人の意に反してプライバシーが侵されることを防ぐ
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ことが可能である。
【００５１】
　さらに、本実施例によれば、ログイン中でない他のユーザに伝えるべき情報をログイン
中のユーザにあえて通知することによって、ゲーム機（情報処理装置１００）を媒介とし
て生身のユーザ間（家族同士）の会話のきっかけを生じさせる効果を期待することも可能
である。
【００５２】
［変形例］
　上述した実施例は、本発明の実施の一態様である。本発明は、この実施例に限定される
ことなく、以下の変形例に示す態様で実施することも可能である。なお、以下の変形例は
、必要に応じて、各々を組み合わせて適用することも可能である。
【００５３】
（変形例１）
　本発明における通知は、表示、すなわち情報の視覚的な通知に限定されない。本発明に
おける通知は、例えば、バイブレータによって情報処理装置１００の一部又は全部を振動
させるものであってもよいし、所定の音声を再生するものであってもよい。また、情報処
理装置１００は、ログイン中のユーザ宛ての通知については表示に加え音声による通知も
行う一方、ログイン中でないユーザ宛ての通知については表示のみで通知を行う、といっ
たように、通信リクエストの宛先のユーザに応じて通知の態様を異ならせることも可能で
ある。さらに、情報処理装置１００は、通信リクエストの宛先のユーザに応じてランプを
点灯（又は点滅）させたり、ランプの発光色を変えたりしてもよい。
【００５４】
（変形例２）
　本発明における第１の処理は、特に限定されず、ゲームプログラムを実行する処理であ
る必要はない。本発明における第１の処理は、第２の処理と異なるものであれば、どのよ
うな処理であってもよい。また、本発明における第１の処理は、所定のユーザのログイン
後に開始されるものに限定されず、当該ユーザのログイン前から実行されていてもよい。
すなわち、本発明における第１の処理は、少なくともログイン後に実行されていればよく
、ログイン前から実行されているか否かを問わないものである。
【００５５】
（変形例３）
　本発明において検知対象とされるデータは、上述した通信リクエストに限定されない。
本発明において検知対象とされるデータは、特定のユーザに利用されることを目的として
受信されるさまざまなデータを含み得る。
【００５６】
　本発明において検知対象とされるデータは、ユーザデータの一部であってもよい。例え
ば、情報処理装置１００は、特定のユーザが特定のゲームにおいて利用可能なアイテムの
データを他のユーザからプレゼントとして受信する場合において、このようなプレゼント
を受け付けたことを通知するために用いられてもよい。
【００５７】
　また、情報処理装置１００は、このようなユーザデータに更新（すなわち変化）があっ
たか否かをサーバ装置２００に問い合わせる構成であってもよい。この場合、サーバ装置
２００は、他のユーザからデータによるプレゼントを受け付け、これをユーザ毎に割り当
てられた所定の記憶領域にユーザデータとして記録する。情報処理装置１００は、サーバ
装置２００の記憶領域を参照し、自装置に関連付けられたユーザのユーザデータが更新さ
れているか否かを検知し、その検知結果に応じた処理を実行することができる。この場合
、上述した検知手段１１２は、ユーザに関するデータの更新を検知する手段として機能す
ることができる。
【００５８】
　なお、本発明において検知対象とされるデータは、一のアプリケーションプログラムに
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関するデータではなく、互いに異なる複数種類のアプリケーションプログラムに関するデ
ータであってもよい。このような場合、情報処理装置１００は、あるユーザに関するデー
タの受信（又は更新）を検知したときに当該データを用いるアプリケーションプログラム
の種類をユーザに通知してもよい。このときの通知は、例えば、アプリケーションプログ
ラムの種類別に用意された画像（アイコン等）を図５に示したアイコンＡ３とともに（又
は交互に）表示するものである。このようにすれば、誰宛てのデータであるかだけでなく
、どのアプリケーションプログラムに関するデータであるかも識別することが可能になる
。
【００５９】
（変形例４）
　情報処理装置１００は、通信リクエストの送信元のユーザが特定のユーザであるか否か
を判断し、その判断結果に応じて異なる処理を実行してもよい。例えば、情報処理装置１
００は、通信リクエストの送信元のユーザと宛先のユーザの関係性を判断することが可能
である。ここでいう関係性は、例えば、（ゲームの中だけでなく）実社会においても知り
合いであるか否かといった所定の人間関係を示すものである。
【００６０】
　一般に、ゲームやＳＮＳ（Social Networking Service）においては、各ユーザがフレ
ンド（友達）であるか否かによって区別されることがある。ここでいうフレンドは、双方
（又は一方）の合意によって成立する関係であり、あらかじめ登録されている。上述した
情報処理システム１０においても、ユーザを（家族とは別に）フレンドか否かによって区
別することが可能である。
【００６１】
　このような場合において、情報処理装置１００は、通信リクエストの送信元のユーザが
宛先のユーザとフレンドであるか否か（すなわち、特定の関係にあるか否か）を判断し、
判断結果に応じた処理を実行することが可能である。例えば、情報処理装置１００は、通
信リクエストの送信元のユーザが宛先のユーザとフレンドの関係にない場合には、当該通
信リクエストについて通知を行わない（すなわち無視する）構成を採用することも可能で
ある。
【００６２】
（変形例５）
　本発明に係る情報処理装置は、情報処理装置１００のようなゲーム機に限定されない。
例えば、本発明に係る情報処理装置は、パーソナルコンピュータのようなより汎用的なコ
ンピュータ装置であってもよい。また、本発明に係る情報処理装置は、携帯可能な電子機
器であってもよく、例えば、いわゆるタブレット端末やスマートフォンのような移動通信
端末であってもよい。
【００６３】
　また、本発明は、図６に示した機能的構成を単一の装置によって実現してもよいが、複
数の装置が協働するシステムによって実現してもよい。ここでいう複数の装置は、情報処
理装置１００とサーバ装置２００のようにネットワークを介して接続されるものであって
もよいが、必ずしもネットワークを介さなくてもよい。
【００６４】
　さらに、本発明は、表示部を複数備える構成であってもよい。すなわち、本発明は、複
数の画面を別々の表示部に表示する構成であってもよい。このような構成の場合、一方の
表示部に第１の画面（例えばゲームの画面）が表示され、これと同時に、他方の表示部に
別の画面（例えば、通信リクエストの受信を通知するための画面や、チャットを行うため
の画面）が表示されてもよい。
【００６５】
　また、本発明は、情報処理装置又は情報処理システムに限らず、これらの装置又はシス
テムによって実現される通知方法としても把握され得るものである。さらに、本発明は、
本発明に係る機能をコンピュータに実現させるためのプログラムの形態でも提供可能であ
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る。なお、このようなプログラムは、光ディスクや半導体メモリなどの記録媒体に記録さ
れた形態や、インターネットなどのネットワークを介して情報処理装置等にダウンロード
させる形態での提供も可能である。
【符号の説明】
【００６６】
１０…情報処理システム、１００…情報処理装置、１１０…制御部、１１１…受付手段、
１１２…検知手段、１１３…実行手段、１１３ａ…第１の実行手段、１１３ｂ…第２の実
行手段、１２０…記憶部、１３０…通信部、１４０…入力部、１５０…出力部、１５１…
表示部、２００…サーバ装置、３００…ネットワーク
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